
MIE UNIVERSITY

2 0 2 3 年 版

1



はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・01
ワーク・ライフ・バランスのために利用できる制度 ・・・・02

●休暇制度
1.結婚休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・04
2.不妊治療のための休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・04
結婚休暇に伴う諸手続きについて

●服務従事免除制度
1.妊産婦健診受診に関する処置 ・・・・・・・・・・・・05
2.通勤緩和に関する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・05

.休憩等に関する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・06

.症状等に関する措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・06
職務従事免除の申し出について

●勤務時間の弾力化
1.深夜勤務の免除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・06
2.時間外勤務等の免除 ・・・・・・・・・・・・・・・・07
職場におけるハラスメントの防止について

●休暇制度
1.産前休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・08
2.産後休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・08
育児休業の個別周知・意向確認について

3.妻の出産休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・09
妊娠・出産時は、市役所等への手続きを忘れずに！
出産費・家族出産費または出産育児一時金について

●休業関係諸制度
1.出生時育児休業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
2.育児休業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
3.部分休業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
4.育児短時間勤務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
育児休業中に受けられる手当金等

●休暇制度
1.育児参加休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
2.保育休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
3.子の看護休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
●勤務時間の弾力化
1.深夜勤務の免除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
2.時間外勤務等の免除 ・・・・・・・・・・・・・・・・15
3.深夜勤務の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
4.早出遅出勤務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
●三重大学さつき保育園について・・・・・・・・・・・16
●三重大学医学部附属病院学童保育所さくら組について・16

●休業関係諸制度
1.介護休業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
2.介護部分休業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
介護休業中に受けられる手当金等

●休暇制度
1.介護休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
「介護休業」と「介護休暇」の違い

●勤務時間の弾力化
1.深夜勤務の免除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
2.時間外勤務等の免除・制限 ・・・・・・・・・・・・・20
3.早出遅出勤務除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
●長期休業後の復職について・・・・・・・・・・・・・20

2



三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進宣言 ・21
三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画 ・22
「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進
計画」に基づくアクションプラン ・・・・・・・・・24

●各種制度一覧及び問い合わせ先 ・・・・・・・・・・30
●その他の休暇制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・33
「三重大学一斉定時退勤日」を知っていますか？

国立大学法人 三重大学 次世代育成支援推進法及び
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に ・・・34
基づく一般事業主行動計画（一体型）

202 (令和 )年度三重大学ダイバーシティ推進活動 ・・・・36

は じ め に

三重大学は、平成20年7月に三重大学男女共同参画宣言を行って以来、学生及

び産官学民と連携して様々な男女共同参画推進のための積極的な活動をしています。

学外との連携では、全国ダイバーシティネットワークへの加盟、「女性の大活躍推

進三重県会議」への会員としての参加、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」

主催の各種イベントや国立女性教育会館及び津市の男女共同参画推進フォーラムへの

参加等が挙げられます。

学内では、各種講演会やセミナー等の啓発活動の他、平成23年度より男女共同参

画の授業を開講し、平成29年度から育児等と研究との両立のための研究補助者雇用

経費助成事業をスタートしました。また、平成28年度より、学長、理事・副学長・

部局長等が「イクボス宣言」を行い、部下のワーク・ライフ・バランスを応援しつつ、

組織としての成果をだすことを目指しています。令和元年9 月には全国の高等教育機

関で最初となる「トモショク宣言」を行っています。さらに、学生及び教職員を対象

とした男女共同参画に関する意識調査や保育所についてのニーズ調査も行い、現状の

把握に努めています。

これらの本学の取り組みに対し、平成30年には「みえの働き方改革推進企業」制

度に登録され、本学が、女性の能力活用、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランス、

育児・介護休業法等に定める基準を上回る規程を備えている等の観点から、他の企

業等の模範となるとして三重県知事表彰「ベストプラクティス賞」を受賞、令和2年

には、次世代法に基づく子育てサポート企業としての認定基準を満たしているとして

厚生労働省から「くるみん認定」を受けました。

令和4年度には、次世代育成支援推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律に基づく一般事業主行動計画（一体型）を発出し、女性教員比率と男性職

員の育児休業取得率についての数値目標を掲げました。令和4年12月には、ダイバー
シティ＆インクルージョンの推進を目指し、学長をトップとするダイバーシティ・イ

ンクルージョン推進本部を設置し、ダイバーシティ＆インクルージョン推進基本方針

の宣言を行いました。

男女共同参画推進活動の一環として、教職員向けに、「三重大学ワーク・ライフ・

バランス応援ハンドブック」を毎年発行しており、このたび令和5年度改訂版を発行

いたしました。ここで紹介するさまざまな制度を上手に利用し、育児や家族の介護が

必要な時期に柔軟な働き方を選択することで、仕事をあきらめずに続けることができ

ます。また、育児や介護以外にも、休暇制度を利用して家族や自らの時間を大切にす

ることも可能です。本学の全教職員が、仕事と生活との調和によって生き生きと働く

ことができるよう、このハンドブックが活用されることを願っています。

三重大学副学長（ダイバーシティ担当）

村田 真理子
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ワーク・ライフ・バランスのために利用できる制度
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人生の大きな節目である結婚の際には、結婚式や新婚旅行、新
居への引っ越し、婚姻の届出等の諸手続のために利用できる特別
休暇があります。また、不妊治療と仕事の両立を支援するため、
「不妊治療のための休暇」を新設しました。

●休暇制度

母体や胎児の健康のため、妊娠中に利用できる制度です。一部
は産後も利用可能です。

●職務従事免除制度
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●勤務時間の弾力化

https://www.mie-u.ac.jp/gakunai/kisoku/act/
frame/frame110000160.htm
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産前から出産、産後にかけて利用できる制度です。出産する女
性職員のほか、出産する妻がいる男性職員が利用できる制度もあ
ります。

●休暇制度

7



子育て（育児）期に利用できる制度として、育児休業や短時
間勤務、各種休暇等の制度が整備されています。男性職員も積
極的に利用しましょう。

●休業関係諸制度
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●休暇制度 ●勤務時間の弾力化
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家族を介護する際に利用できる制度です。働きながらでも介護できるよ
う、各種制度が用意されています。

●休業関係諸制度
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●休暇制度
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●勤務時間の弾力化

三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進宣言

令和４年１２月２７日
三 重 大 学

三重大学は、2008(平成20)年の「三重大学男女共同参画宣言」に

基づき男女共同参画を推進してきました。ダイバーシティ＆インク

ルージョン(多様性とその受容)の推進に向けて、誰一人取り残さないとと

いうS D G sの理念本学基本理念のもと、大学構成員である

学生・教職員の一人ひとりが互いの個性を理解し、尊重し合いなが

ら活き活きと活躍できる大学を目指します。

三重大学は、地域共創大学として、以下の基本方針を掲げ、こ

こにダイバーシティ＆インクルージョン推進を宣言します。

ダイバーシティ＆インクルージョン推進のための基本方針

1. 三重大学は、すべての大学構成員がダイバーシティ＆イン

クルージョン推進の意義を正しく理解するとともに、その意

識の醸成に努め、併せて社会への情報発信、関係機関との

協調・連携を進めます。

2. 三重大学は、すべての大学構成員が人種、民族、国籍、性

別、性的指向、性自認、年齢、障害、宗教等の事由により差

別されることのない教育、研究、就労の環境を整備し、多様

な人材の確保・育成に積極的に取り組み、大学の意思決定に

おいて多様な構成員の意見が反映できる体制を構築します。

3. 三重大学は、すべての大学構成員がワーク・ライフ・バラン

スを実現し、心身の健康を保ちながら個々の個性と能力を最

大限発揮できるよう、支援体制の整備・充実を目指します。
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三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画

令和４年１２月２７日

三重大学は、「三重大学ビジョン2030」の策定を受け、「三重大学ダ
イバーシティ＆インクルージョン推進宣言」を発するとともに、「ダイ
バーシティ＆インクルージョン推進のための基本方針」を定め、この基
本方針に基づいた推進計画を次のとおり策定する。

【目標１】ダイバーシティ＆インクルージョン推進に係る本学
構成員への意識啓発・理解促進とステークホルダー
への情報発信、協調・連携を行う。

【対策】

・ダイバーシティ＆インクルージョン推進の意識啓発・理解促進
のため、セミナー等の開催やe-Learningの実施及び授業の充実を
図る。

・ダイバーシティ＆インクルージョンについての認識・行動の現
状を把握するため、大学構成員から情報を収集する。

・三重大学のダイバーシティ＆インクルージョンに関する考え・
取り組み等について広く情報を発信するとともに、ステークホ
ルダーからの評価や要望を受け入れる体制を構築する。

・理系学部のジェンダーギャップに対する意識を啓発する。

・他の高等教育機関等の取り組みやイベント等の情報を提供する。

・ダイバーシティ＆インクルージョン推進に取り組む組織や地域の
自治体等との協調・連携を推進する。

【目標２】ダイバーシティ＆インクルージョン推進に係る環境
整備と必要な措置・制度の構築を行う。

【対策】

・教職員の適切な年齢構成、性別、国際性、障害の有無等、多様
な人材の確保等を含めた総合的な人事方針を策定する。人種、
民族、国籍、性別、性的指向、性自認、年齢、障害、宗教等の
事由により差別されることがないように配慮する。

・ダイバーシティ＆インクルージョン推進のための指標として、令
和12年(2030年)までの三重大学の数値目標を定めるとともに、本

学の数値目標達成のため、部局における数値目標を定める。

・本学の数値目標及び部局における数値目標の達成状況及び進捗
状況を定期的に確認する。

・ダイバーシティ＆インクルージョン推進のため、ポジティブ・ア
クション(積極的改善措置)を導入する。

・若手研究者や女性研究者及び外国人研究者のための支援拡充・
研究環境を整備する。

・理系学部のジェンダーギャップに対する具体的な対策として、
女子学生・女性研究者の増加策を講じる。

・障害のある学生或いは教職員が活躍するために、当事者と共に
考え、当事者中心の支援を行う。

・留学生及び外国人教員への支援を行う。

【目標３】仕事と個人生活とのバランスに配慮し・ダイバーシ
ティ＆＆インクルージョン推進の観点から必要な支援を
行う。

【対策】

・現行の「三重大学ワーク・ライフ・バランス応援ハンドブック」
の充実を図る。

・誰もが年次有給休暇や特別休暇を取得しやすい環境を整備する。

・男性の教職員が育児休業を取得しやすい体制づくりと組織風土
を醸成する。

・学内保育園を機能強化し、教職員に対する支援の向上を図る。
を醸成する。

・所定外労働時間の削減を図る。
を醸成する。

・研究と育児・介護等との両立支援のための方策を維持、拡充す
る。

・大学構成員に対する相談体制の整備を図る。

その他

計画期間中における状況の変化等を踏まえ、本計画を弾力的に
見直し、変更できるものとする。
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「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画」に基づくアクションプラン

15



「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画」に基づくアクションプラン
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「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン推進計画」に基づくアクションプラン
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●各種制度一覧及び問い合わせ先
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●その他の休暇制度
三重大学では、このハンドブックで取り上げる育児や介護を目的とした
制度以外にも、休暇等をはじめとして、ワーク・ライフ・バラン
スを実現するための各種制度が整備されています。これらの制度を
上手に利用し、ワーク・ライフ・バランスを実現しましょう。

休暇制度の例

１. 年次休暇・年次有給休暇

本学では、年次休暇・年次有給休暇の計画的取得の促
進に取り組んでいます。業務に支障のない範囲で積極的
に取得しましょう。

２. リフレッシュ休暇

一の年において連続する3日の範囲で取得できます。
心身のリフレッシュや家庭生活の充実に利用しましょう。

３. 夏季一斉休業

心身の健康維持及び増進のため、8月14日及び15日
を夏季一斉休業日に設定しています。

４. ボランティア休暇(常勤職員のみ)

ボランティア活動に参加する際に、5日の範囲内で取
得できます。
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2022(令和4)年度三重大学ダイバーシティ推進活動

●ダイバーシティ＆インクルージョン推進に関するe-Learning研修
令和4年12月に「三重大学ダイバーシティ＆インクルージョン（以下｢D&

I｣という。）推進宣言」を公表し、その基本方針に基づく取り組みとして、
全教職員を対象としたe-Learning研修を実施しました。研修内容は、昨
年度に引き続き、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を取り上げ
ました。大学という組織の中で、アンコンシャス・バイアスが発生した場
合、教職員の採用や登用、評価等に影響を及ぼし、ひいては離職やハラスメ
ントに繋がる可能性があります。全ての教職員が自身の行動や言動に潜む
偏見を意識する必要があり、本年度の研修を企画しました。
研修の趣旨等は以下のとおりです。
趣 旨: 大学の職員として、認知しておくべきダイバーシティ＆イ

ンクルージョン推進に係る知識の習得と意識向上を図る。
研修内容:「 大学等における無意識のバイアス研修プログラム」の実

施及び研修資料の通読
研修資料:「 大学における多様性を推進するための教員採用マニュア

ル」
Ｄ＆Ｉ推進宣言
Ｄ＆Ｉ推進計画
「Ｄ＆Ｉ推進計画」に基づくアクションプラン
※令和2年度文部科学省「ダイバーシティ研究環境実現イ
ニシアティブ（調査分析）」に採択された名古屋大学、
岐阜大学及び国立女性教育会館のグループが作成された
「大学等における無意識のバイアス研修プログラム」、
「大学における多様性を推進するための教員採用マニュ
アル」を活用させていただきました。

対 象 者: 全教職員（統一アカウントを発行されている常勤・非常勤
の役員・教職員）
※非常勤講師、TA・RA、学生職員を除く。

受講期間: 令和5年2月22日（水）～令和5年3月31日（金）

「大学等における無意識のバイアス研修プログラム」のWewサイト

●育児等との両立のための研究補助者雇用経費助成

本事業は、教員が出産、子育て又は介護と研究の両立ができるよ
う支援するために、研究補助者を雇用する経費を助成するために、
平成29年度後期分から試行として始め、平成30年度（令和元年度）
前期分から本格実施としている本学の男女共同参画推進活動のメイ
ン事業です。
令和4年度は、前期12名、後期11名の合わせて23名から育児等の理
由で助成の申請があり、助成該当理由の内訳は、育児が22名、介護が
1名、育児・その他が2名で、申請者全員に助成を行いました。
※ 本事業は、申請者を選考して落とすのではなく、可能な限り
（予算の許す限り）困窮者を広く支援することを趣旨として
います。
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育児等との両立のための研究補助者雇用経費助成実績
（平成29年度～令和4年度）

●三重大学ダイバーシティ・インクルージョン推進体制

令和4年12月1日～

表紙のシンボルマークについて

「みえ働き方改革推進企業」登録制度のシ
ンボルマークです。

「くるみんマーク」は、・子育てサポート
企業・として、厚生労働大臣の認定（くる
みん認定）を受けた企業・法人の証です。

三重大学
ワーク・ライフ・バランス応援ハンドブック
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